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（1）政府の観光政策の概観
●観光ビジョン実現プログラム
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● 観光庁関連予算
���������å�w��«�¿�'�‰�x�z�����������/���¢
²�å�Sz���Ë
ÿ�£�p

�K�l�h�{�º���x�®��«�̂ �À�w�µ	ý�q���M�•
ê�—�w�§�=�̄ �U

���������/���z�®�µ�Ä�è�µ�Ñ�æ�”�p�w�&�s�•�æ���¥�w�î�q�¯�U��������

�/���z�®�•�M
Ñ
\�w
Å�q�s�”��«�¿�o�w�±�—�²	Í� �̄U���������/

���q�s�l�o�M�”�{

�f�w�™���������å�����D�t
R�q� �̀h�H���Í�4
Y�'�‰�p�x�z�®�Z�Ô

�Ó�é�Þ�”�³�ã�ï�w	O�:�$�s�î�ª�¯�t�����/���z�®��«�ˆ�À�w
\

�ˆ
Q�w�²	Í�¯�t���/���z�®	S'�ª
ƒ�w�Ì�æ�ž�Ñ�æ�”�=�w��
��¯

�t�����/���z�®�w�&�s�•�æ���¥�w
T‹��̄t�����/���›�-	Í�{

（2）各府省庁による観光政策
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①観光資源の魅力を極め、「地方創生」の礎に（視点1）
● 魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放
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表Ⅴ-1-1 2017年度に講じた施策

● 文化財の観光資源としての活用
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Ⅴ-1  国による観光政策

・ 「観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム」に基
づき、各府省庁で横断的に観光関連施策を実施。
・ 観光振興のための恒久的な財源を確保するために、「国際
観光旅客税」を創設。

視点1．観光資
源の魅力を極
め、「 地 方 創
生」の礎に

・ 魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放
・ 文化財の観光資源としての活用
・ 国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化
・ 景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅
力向上

・ 滞在型農山漁村の確立・形成
・ 歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進
・ 新たな観光資源の開拓
・ 地方の商店街などにおける観光需要の獲得・伝統工芸
品などの消費拡大

・ 「観光立国ショーケース」の形成の推進
・ 広域観光周遊ルートの世界水準への改善
・ 東北の観光復興

視点2．観光産
業を革新し、
国際競争力を
高め、我が国
の基幹産業に

・ 観光関係の規制・制度の総合的な見直し
・ 民泊サービスへの対応
・ 産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・強化
・ 宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせ
た宿泊施設の提供

・ 世界水準のDMO の形成・育成
・ 「観光地再生・活性化ファンド」の継続的な展開
・ 次世代の観光立国実現のための財源の検討
・ 訪日プロモーションの戦略的高度化
・ インバウンド観光促進のための多様な魅力の対外発信
強化

・ MICE 誘致の促進
・ IR に係る法制上の措置の検討
・ ビザの戦略的緩和
・ 訪日教育旅行の活性化
・ 観光教育の充実
・ 若者のアウトバウンド活性化

視点３．すべ
ての旅行者
が、ストレス
なく快適に観
光を満喫でき
る環境に

・ 最先端技術を活用した革新的な出入国審査などの実現
・ 民間のまちづくり活動等による「観光・まち一体再生」
の推進

・ キャッシュレス環境の飛躍的改善（海外発行カード対
応ATM の設置促進を含む）

・ 通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の
実現

・ 多言語対応による情報発信
・ 急患等にも十分対応できる外国人患者受入体制の充実
・ 「世界一安全な国、 日本」の良好な治安などを体感でき
る環境整備

・ 「地方創生回廊」の完備
・ 地方空港のゲートウェイ機能強化とLCC 就航促進
・ クルーズ船受入の更なる拡充
・ 公共交通利用環境の革新
・ 休暇改革
・ オリパラに向けたユニバーサルデザインの推進
資料：観光庁「平成30年版観光白書」をもとに（公財）日本交通公社作成
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表Ⅴ-1-2 2017年度「日本遺産(Japan Heritage)」
認定一覧

● 景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅
力向上
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● 歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進
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表Ⅴ-1-3 歴史的資源を活用した観光まちづくりへの支援

● 新たな観光資源の開拓
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表Ⅴ-1-4 『「楽しい国 日本」の実現に向けて』提言に盛り
込まれた主な施策

申請者
（◎印は代表自治体） ストーリーのタイトル

江差町 江差の五月は江戸にもない　─ニシン
の繁栄が息づく町─

◎酒田市（山形県）・函館市・
松前町（北海道）・鰺ヶ沢町・
深浦町（青森県）・秋田市（秋
田県）・新潟市・長岡市（新潟
県）・加賀市（石川県）・敦賀市・
南越前町（福井県）

荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空
間　～北前船寄港地・船主集落～

鶴岡市 サムライゆかりのシルク　日本近代化
の原風景に出会うまち鶴岡へ

行田市 和装文化の足元を支え続ける足袋蔵の
まち行田

◎甲賀市（滋賀県）・伊賀市（三
重県）

忍びの里　伊賀・甲賀　─リアル忍者
を求めて─

◎京都府（宮津市、京丹後市、
与謝野町、伊根町)

300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめ
ん回廊

◎大阪府（大阪市、堺市、松
原市、羽曳野市、太子町）、奈
良県（葛城市、大和高田市、
橿原市、桜井市、明日香村）

1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最
古の国道」　～竹内街道・横大路（大
道）～

◎朝来市・姫路市・福崎町・
市川町・神河町・養父市

播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道　～資
源大国日本の記憶をたどる73kmの轍～

◎和歌山県（和歌山市、海南市）絶景の宝庫　和歌の浦

湯浅町 「最初の一滴」醬油醸造の発祥の地　紀
州湯浅

出雲市 日が沈む聖地出雲　～神が創り出した
地の夕日を巡る～

倉敷市 一輪の綿花から始まる倉敷物語　～和
と洋が織りなす繊維のまち～

◎備前市（岡山県）・越前町（福
井県）・瀬戸市・常滑市（愛知
県）・甲賀市（滋賀県）・篠山
市（兵庫県）

きっと恋する六古窯　─日本生まれ日
本育ちのやきもの産地─

◎安田町・奈半利町・田野町・
北川村・馬路村

森林鉄道から日本一のゆずロードへ　
─ゆずが香り彩る南国土佐・中芸地域
の景観と食文化─

◎北九州市（福岡県）・下関市
（山口県）

関門“ノスタルジック”海峡　～時の
停車場、近代化の記憶～

◎山鹿市・玉名市・菊池市・
和水町

米作り、二千年にわたる大地の記憶　
～菊池川流域「今昔『水稲』物語」～

◎中津市・玖珠町 やばけい遊覧　～大地に描いた山水絵
巻の道をゆく

資料：文化庁ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成

ソフト＆ハード 
整備に対する支援

・ 農山漁村振興交付金（農泊推進対策）
・ 日本遺産魅力発信推進事業
・ 国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策事業
・ 伝統的建造物群基盤強化
・ インバウンド型クールジャパン推進事業（地域文
化資源活用空間創出事業）

・ 地域・まちなか商業活性化支援事業 
・ 空き家対策総合支援事業 
・ 地方創生推進交付金 
・ 浜の活力再生交付金 
・ 地域経済循環創造事業交付金（ローカル10,000
プロジェクト） 

・ 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業等

ソフト（人材等）・
プロモーションの
充実に対する支援

・ 地域に根差した木造住宅施工技術体制整備事業
・ 地域の文化財の総合的な保存活用に係る基本計
画（仮称）等策定支援

・ 不動産証券化手法を活用した地域振興のための
ネットワークの形成促進

・ ふるさと移住交流促進プロジェクト
・ ふるさと起業家支援プロジェクト
・ 地域おこし協力隊クラウドファンディング官民連
携事業 

その他 ・ 消防用設備等の基準の特例の考え方等の整理・
公表等

資料：内閣官房　歴史的資源を活用した観光まちづくり連携推進室ウェブサイトをもとに
（公財）日本交通公社作成

地域の観光資源
を活用した体験
型コンテンツの
定番化

地域固有の自然の更なる観光活用
我が国の生活・文化に触れる体験機会の提供
お祭りの訪日外国人への開放
温泉の観光資源としての更なる活用

新たな体験型コ
ンテンツを観光
資源として掘り
起こす取組

ナイトタイムの有効活用
モーニングタイムの有効活用
付加価値の高い美容サービスの提供
観戦型スポーツの訪日外国人への開放
ビーチの観光資源としての見直し

体験型観光の充
実を支える取組

チケット購入の容易化
公共空間の柔軟な活用
エンターテインメントコンテンツの鑑賞機会の拡大
ＶＲ・ＡＲ等の最新技術の活用

資料：観光庁ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成
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● 地方の商店街などにおける観光需要の獲得・伝統工芸
品などの消費拡大

�•�M�w	Ž�3�—�s�r�t�S�Z�”��«	'�A�w�«� �̃~�;�w�»�3¼

�s�r�w	«…�¦�G�›
$�”�h�Š�t�z�7�‘�s	��“
Ê�̂ �U�æ�̃ �•�h�{

�é�.�$�t�x�z�•�M�t�S�Z�”	«…
k�Ô
k�3
:�w
ÿ�C�z�-
k�

�3�w�¢�¤�2�‰�t�‘�”��Mú�w�±�—�w�²	Í�z	Ž�3�—�s�r�t�0

�b�”�§�	�z�~�”�̂ �q�Êú� �	�Ä�À�w
*
��z���•�h�•�M�̂ ¼

�s�r�w�Æ�;�t�‘�”�•�M�•�w� �l�z�;�w�»�3¼�̂ �•�•�w�Z�Ô

�Ž��
��•�æ	��w	!�Ö��
��z�•�¬�w	«…�t���”�w�-�w	F�î�z

�z�‚�“�t�S�Z�”��«	«…�w�¦�G�z�*�$�5 ���›�Æ�;�̀ �h�µ�Ú�”�Ä�³

�Â�Ÿ�w
*
��z	«…�•�d�¿�›��
��b�”��«�•�ô�S�=�-�h�w�f

���w
*
��U
��Š�’�•�h�{

● 広域観光周遊ルートの世界水準への改善
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② 観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹
産業に（視点2）
● 観光関係の規制・制度の総合的な見直し
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● 民泊サービスへの対応
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● 産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・強化
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継続テーマ

エコツーリズム
街道観光
社寺観光　巡礼の旅
酒蔵ツーリズム
明治日本の産業革命遺産
ロケツーリズム

新規テーマ

アニメツーリズム
古民家等の歴史的資源
サイクルツーリズム
全国ご当地マラソン
日本巡礼文化発祥の道
忍者ツーリズム
百年料亭

資料：観光庁ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成

表Ⅴ-1-5 「テーマ別観光による地方誘客事業」で選定さ
れたテーマ

テーマ 協議会名 概要

アニメツー
リズム

（一社）アニメツー
リズム協会

全国に点在するアニメ聖地に関連す
る地域により構成されたネットワー
クにおいて、モニターツアーや誘客
促進に向けた検証の実施により複数
の周遊ルートづくりの検討を行う

古民家等の
歴史的資源

歴史的資源を活用
した観光まちづく
り推進協議会

香取、那須、篠山等の地域において、
観光まちづくり実施主体により構成
されるネットワークにおいて、「古民
家等の歴史的資源を活用した観光ま
ちづくり」をテーマに、観光まちづく
りのモデルケース形成のための古民
家等のオーナー向けのセミナー開催
や専門家チームの派遣、共同サイト
の構築等を行う

サ イ ク ル
ツーリズム

全国サイクルツー
リズム連携推進協
議会

かすみがうら、銚子、由良等の地域
により構成されるネットワークにお
いて、サイクルツーリズムをテーマ
にガイド養成、モニターツアーや共
同サイト構築を行う

全国ご当地
マラソン

全国ご当地マラソ
ン協議会

全国のマラソン大会に取り組んでい
る各地から構成されるネットワーク
において、マラソンツーリズムをテー
マに各大会の情報発信のための共同
サイト構築やセミナー開催を行う

日本巡礼
文化発祥の
道

西国巡礼地域連携
協議会

西国三十三所霊場である33寺院とそ
の地域の市町等から構成されるネット
ワークにおいて、巡礼をテーマに、旅
行業界、交通機関、マスコミを対象と
した総合説明会の開催やこども用御
朱印帳の制作、情報発信等を行う

忍者ツーリ
ズム 日本忍者協議会

全国の忍者ゆかりの地域により構成
されるネットワークにおいて、周遊
型と滞在型の2種類のツアー造成と忍
者まつりのイベント等を実施する

百年料亭 百年料亭ネット
ワーク

全国の100年を超える歴史ある日本料
亭により構成されるネットワークに
おいて、「百年料亭で地方をつなぐ」
をテーマに、料亭のさらなる発掘と
モニターツアー実施を行う

資料：観光庁ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成

表Ⅴ-1-6 2017年新規に選定された7つのテーマ別観光
概要



1 国による観光政策
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● 宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせ
た宿泊施設の提供
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● 次世代の観光立国実現のための財源の検討
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旅館業法
（簡易宿所）

国家戦略特区法
（特区民泊に係る部分） 住宅宿泊事業法

許認可等 許可 認定 届出

住専地域で
の営業 不可

可能（認定を行う自治
体ごとに、制限してい
る場合あり）

可能
条例により制限
されている場合
あり

営業日数の
制限 制限なし

2泊3日以上の滞在が条
件（下限日数は条例に
より定めるが、年間営
業日数の上限は設けて
いない）

年 間 提 供 日 数
180日以内（条例
で実施期間の制
限が可能）

宿泊者名簿
の作成・保
存義務

あり あり あり

玄関帳場の
設 置 義 務
（構造基準）

なし なし なし

最 低 床 面
積、最低床
面積（3.3㎡
/人）の確保

最低床面積あ
り（33㎡。た
だし、宿泊者
数10人 未 満
の場合は、3.3
㎡ /人）

原則25㎡以上/室 最低床面積あり
（3.3㎡ /人）

衛生措置
換気、採光、
照明、防湿、
清潔等の措置

換気、採光、照明、防湿、
清潔等の措置、使用の
開始時に清潔な居室の
提供

換気、除湿、清
潔等の措置、定
期的な清掃等

非常用照明
等の安全確
保の措置義
務

あり
あり
6泊7日以上の滞在期間
の施設の場合は不要

あり
家主同居で宿泊
室の面積が小さ
い場合は不要

消防用設備
等の設置 あり あり

あり
家主同居で宿泊
室の面積が小さ
い場合は不要

近隣住民と
のトラブル
防止措置

不要

必要（近隣住民への適
切な説明、苦情及び問
合せに適切に対応する
ための体制及び周知方
法、その連絡先の確保）

必要（宿泊者へ
の説明義務、苦
情対応の義務）

不在時の管
理業者への
委託業務

規定なし 規定なし 規定あり

資料：民泊制度ポータルサイトをもとに（公財）日本交通公社作成

表Ⅴ-1-7 住宅宿泊事業者の業務

（1）宿泊者の衛生
の確保について

居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保
すること
清掃及び換気を行うこと

（2）宿泊者の安全
の確保について

非常用照明器具を設けること
避難経路を表示すること
火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の
安全の確保を図るために必要な措置を講じること

（3）外国人観光旅
客である宿泊者
の快適性及び利
便性の確保につ
いて

外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関す
る案内をすること
外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情
報を提供すること
外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生し
た場合における通報連絡先に関する案内をすること

（4）宿泊者名簿に
ついて

本人確認を行った上で作成すること
作成の日から3年間保存すること
宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載するこ
と
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であると
きは、その国籍及び旅券番号を記載すること

（5）周辺地域への
悪影響の防止に
ついて

騒音の防止のために配慮すべき事項の説明
ごみの処理に関し配慮すべき事項の説明
火災の防止のために配慮すべき事項の説明

（6）苦情等への対
応について

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民から
の苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応し
なければならない

（7）住宅宿泊管理
業者への委託に
ついて

一の届出住宅の居室の数が５を超える場合又は人を
宿泊させる間、不在（※）等となる場合は、上記（１）
～（６）の措置を住宅宿泊管理業者に委託しなけれ
ばならない
（※）日常生活を営む上で通常行われる行為に要する
時間の範囲内の不在は除く

（8）住宅宿泊仲介
業者への委託に
ついて

住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の
代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受け
た住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければ
ならない

（9）標識の掲示に
ついて

届出住宅ごとに、見やすい場所に、標識を掲げなけ
ればいけない

（10）都道府県知
事への定期報告
について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年２月、４
月、６月、８月、10月及び12月の15日までに、それ
ぞれの月の前２月の下記の内容について都道府県知
事等に報告しなければいけない
届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿
泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳

資料：民泊制度ポータルサイトをもとに（公財）日本交通公社作成

表Ⅴ-1-8 民泊に関連した制度比較
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表Ⅴ-1-9 国際観光旅客税の概要

● 訪日プロモーションの戦略的高度化
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● インバウンド観光促進のための多様な魅力の対外発信
強化
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● IRに係る法制上の措置の検討
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表Ⅴ-1-10　IR法案の概要

● ビザの戦略的緩和
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③ すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる
環境に（視点3）
● 最先端技術を活用した革新的な出入国審査などの実現
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納税義務者 船舶又は航空機により出国する旅客

非課税等

・ 船舶又は航空機の乗員
・ 強制退去者等
・ 公用船又は公用機（政府専用機等）により出国する者
・ 乗継旅客（入国後24時間以内に出国する者）
・ 外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊
急着陸等した者

・ 本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に
帰ってきた者

・ 2歳未満の者
（注） 本邦に派遣された外交官等の一定の出国について

は、本税を課さないこととする
税率 出国1回につき1000円

徴収・納付

①　国際旅客運送事業を営む者による特別徴収（国際旅
客運送事業を営む者の運送による出国の場合）

 国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々
月末までに国に納付
（注） 国内事業者については税務署、国外事業者につい

ては税関に納付
②　旅客による納付（プライベートジェット等による出国
の場合）

 旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国（税関）に
納付

適用時期
2019年1月7日（月）以後の出国に適用（同日前に締結さ
れた運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国
を除く）

資料：国税庁ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成

目的

適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジ
ノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活
力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進する
ことにより、我が国において国際競争力の高い魅力あ
る滞在型観光を実現する

認定数の上限 3箇所
入場料 6000円

入場の制限

20歳未満の者、暴力団員等、入場料又は認定都道府県
等入場料を納付しない者並びに本邦内に住居を有しな
い外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又
は滞在しようとする日から起算して過去7日間におけ
る入場等回数が既に3回に達しているもの及び過去28
日間における入場等回数が既に10回に達しているもの
は、政令で定める場合を除き、カジノ施設に入場し、
又は滞在してはならない

資料：参議院ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成
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表Ⅴ-1-11　2017年度ビザ緩和
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● キャッシュレス環境の飛躍的改善
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● 通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の
実現
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● 「世界一安全な国、日本」の良好な治安などを体感で
きる環境整備
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● 「地方創生回廊」の完備
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● 地方空港のゲートウェイ機能強化とLCC就航促進
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● 公共交通利用環境の革新
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● 休暇改革
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● 東京オリンピック・パラリンピックに向けたユニバーサル
デザインの推進
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開始日 国名 緩和措置

2017年5月8日 中国

① 十分な経済力を有する者向け
数次ビザの導入

 （訪問地要件のない新しい数次
ビザの導入）

② 相当の高所得者向け数次ビザ
の緩和

 （初回の渡航目的を観光に限定
しない。航空券、宿泊先等の
自己手配を可とする）

③ 東北6県数次ビザ
 （青森県、秋田県、山形県を追
加。過去３年以内の訪日歴要
件を廃止）

④ 中国国外居住者に対する数次
ビザの導入

 （相当の高所得者（90日・５年）
／十分な経済力を有する者（30
日・３年））

⑤ クレジットカード（ゴールド）所
持者の一次ビザ申請手続き簡
素化

2017年6月5日

中央アジア５か国
（カザフスタン、
キルギス、
タジキスタン、
トルクメニスタン、
ウズベキスタン）
及びジョージア

① 商用目的、文化人・知識人数次
ビザの緩和（90日・５年）

 （最長有効期間５年への延長、
発給対象者の拡大等）

② 自己支弁による渡航の場合、
身元保証書等の省略

2017年7月1日 アラブ首長国連邦 旅券の事前登録制によるビザ免
除（30日・３年）

2017年9月1日 アルメニア

①商用目的、文化人・知識人数次
ビザの緩和（90日・５年）

 （最長有効期間５年への延長、発
給対象者の拡大等）

②自己支弁による渡航の場合、身
元保証書等の省略

2018年1月1日 イ ン ド

① 申請書類の簡素化
② 過去1年間に2回以上の訪日歴
がある方に対しては、他の要件
なしで数次ビザ（有効期間最長
5年、滞在期間最長90日）が発
給

2018年1月1日 ウクライナ

① 従来発給している商用の方や文
化人・知識人に対する短期滞
在数次ビザの発給対象者の範
囲を拡大することに加え、最長
の有効期間を現行の3年から5
年に延長

② これまで一次ビザのみであった
観光等を目的とする短期滞在
ビザについて、新たに数次ビザ
（有効期間：3年、滞在期間：最
長30日）を導入

③ 自己支弁による渡航の場合、
短期滞在ビザの身元保証書等
の提出書類を省略

資料：外務省ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成


